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◆特集　再生可能エネルギー◆

ロシアにおける再生可能エネルギーをめぐる政策動向と利用の現状
溝口　修平

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　エネルギー分野の問題点

Ⅲ　再生可能エネルギー分野の政策動向

　　 1　 「2002年から2005年まで及び2010年までの連

邦プログラム『エネルギー効率的な経済』」

　　 2　 「2020年までのロシアのエネルギー戦略」

　　 3　 立法化に向けた動き

Ⅳ　普及の現状と今後の展望

Ⅰ はじめに

　ロシアのエネルギー産業は、国民総生産
（GNP）の30％以上を占める重要な産業であ
り、その発展は国家政策の中でも特に重視され
ている領域である。しかし、本稿で取り扱う再
生可能エネルギーに関する政策が、エネルギー
政策全体の中で占める位置はそれほど高いとは
言いがたく、この分野の法整備も進んでいない
ため、エネルギー生産量全体に占める再生可能
エネルギーの割合はきわめて低い。こうした開
発の遅れの原因としては、再生可能エネルギー
の利用はコスト高であると考えられていること、
化石燃料が豊富であり、再生可能エネルギーの
開発に対するインセンティブが低いこと、投資
環境が整備されていないために技術開発や生産
に対する資本が不足していることなどが考えら
れる
（注1） 

。
　だが、再生可能エネルギーに対する需要が全
くないわけではなく、電力の供給が不安定な遠
隔地方を中心に、水力・ソーラー・風力・地熱
などの再生可能エネルギーを利用した小型発電
に対する期待は非常に高い。また、ロシア国内

で利用可能な再生可能エネルギーの潜在力が大
きいこともしばしば指摘されている

（注2） 

。
　以下では、まず、エネルギー分野において、
ソ連邦崩壊以降のロシアがどのような問題点を
抱えてきたのかを説明する。次に、再生可能エ
ネルギーに関する政策と、立法化に向けて交わ
されている議論を紹介する。その後、再生可能
エネルギー普及の現状と今後の展望を示す。

Ⅱ エネルギー分野の問題点

　ソ連邦の崩壊後、エネルギー分野における最
大の課題は、国営エネルギー関連企業の民営化
であり、民営化された企業が市場原理で行動で
きるような枠組みを設けることであった

（注3） 

。政府
は、こうした課題に取り組むために、1992年 6
月に、「新たな経済条件の下におけるロシアの
エネルギー政策基本構想」を策定した。この「基
本構想」に基づき、1993年から1994年には、
2010年までを対象期間とする「ロシアのエネル
ギー戦略」が作成された。このエネルギー戦略
では、ヨーロッパの平均的国民生活水準を将来
的に達成することが目標として定められ、ロシ
ア諸地域の省エネ問題の総合的解決を中心に、
エネルギー政策の基本方針が述べられている

（注4） 

。
　ソ連邦崩壊時にロシア国内において活動して
いた石油関連企業259社は、生産から精製まで
の一連の過程によって区分された14社の垂直統
合持株会社に再編された。その後、これらは株
式会社化され、連邦政府の保有株式を売却して
民営化された。世界一の埋蔵量を誇る天然ガス
の分野では、旧ソ連邦ガス工業省の機能を引き
継いで1989年に設立された「ガスプロム」が、
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天然ガスの探鉱から販売・輸出に至るまでをほ
ぼ独占している

（注5） 

。電力分野では、「ロシア統一
電力機構」が1992年に設立され、火力・水力発
電の約70％を生産している。
　これらの企業が共通して抱える問題は、資金
不足である。国内のガス料金や電気料金が、こ
れまで極端に低く抑えられてきた上に、消費者
の料金滞納や現物決済が横行し、さらには投資
環境が未整備で外資の導入が進まないために、
各企業は資金不足に悩み、設備の老朽化が深刻
である。そのため、「ガスプロム」は、今後ヨー
ロッパへの輸出拡大によって財政状況を改善す
ることを考えているとみられる。ロシアは世界
最大の天然ガス埋蔵量をほこり、火力発電にお
ける約60％を天然ガスが占めているが、このよ
うな理由から、天然ガス偏重の発電は転換が迫
られている。
　現在のところ、再生可能エネルギーの利用は、
全発電量の 1％にも満たないが、上述の事情か
らその開発が期待されている。特に、エネルギー
源となる燃料の輸送や送電に莫大なコストがか
かる遠隔地において、水力・ソーラー・風力・
地熱などの再生可能エネルギー源を利用した小
規模発電を導入することは、これらの地域にお
ける安定したエネルギー供給に資すると考えら
れている。

Ⅲ 再生可能エネルギー分野の政策動向

1  「2002年から2005年まで及び2010年までの

連邦プログラム『エネルギー効率的な経

済』」

　2001年11月に、政府は「2002年から2005年ま
で及び2010年までの連邦プログラム『エネル
ギー効率的な経済』」（以下「エネルギー効率経
済プログラム」とする。）を策定した。このプ
ログラムは、国家経済におけるエネルギー効率
の改善や、安定したエネルギー供給を達成する

ことを目的としており、2002年から2005年まで
（第 1期）と、2006年から2010年まで（第 2期）
という 2つの時期を設定して実施される。
　「エネルギー効率経済プログラム」は、①燃
料エネルギー複合体のエネルギー効率化、②原
子力エネルギーの安全確保と発展、③消費部門
におけるエネルギー効率化という 3つのサブ・
プログラムから構成されている。①はさらに 9
つの分野に分類されているが、その中の 1つに
「非伝統的な再生可能エネルギー源や地方独自
の燃料の利用を基盤とした、北部等の地方への
効率的なエネルギー供給」が挙げられている。
　この目標達成のために、以下の点を考慮して、
エネルギー不足に悩まされている地域に安定し
たエネルギー供給を確保するための対策が準備
される。
・ 2005年までに200万トンを再生可能エネル
ギー源で代替すること。その中には、北部地
方及びそれに隣接する地域における100万ト
ンに及ぶ輸入燃料の代替も含まれる。

・ 長距離輸送が必要で経済性の悪い燃料から、
既存の火力発電所やボイラーを利用した泥炭
に、40万トン分を代替すること。

・ 2005年 ま で に、100 MWの 発 電 能 力 と
150 Gcal/h の熱供給能力を備えた、再生可能
エネルギー源を利用した発電所を稼動させる
こと。また、2010年までに、800 MWの発電
能力と1000 Gcal/h の熱供給能力を備え、年
間39億 kW/h の電力と610万 Gcal の熱を供
給可能な発電所を稼動させること。

　これらが実現すれば、中央が管理するエネル
ギー供給網に入っておらず、エネルギー供給が
安定していない地域に居住する1000万人以上の
人々の労働及び生活条件の改善が見込まれる。
　また、「エネルギー効率経済プログラム」の
その他の分野においても、中規模・小規模発電
所の建設によって、地方における電力供給網の
再編を行うことが述べられている。このように、
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遠隔地へのエネルギー供給の確保が、ロシアに
おける再生可能エネルギーを利用することの意
義として認識されていることが分かる。

2  ｢2020年までのロシアのエネルギー戦略」

　2003年には、政府がロシアのエネルギー政策
の基本方針として、「2020年までのロシアのエ
ネルギー戦略」（以下「エネルギー戦略」とする。）
を承認した。「エネルギー戦略」は、エネルギー
省
（注6） 

が他の省庁、企業、研究機関と共同で作成し
たものであり、その優先課題は、①エネルギー
の安定的供給の確保、②エネルギー消費の合理
化、省エネ技術及び設備の導入、③エネルギー
部門の財政的な安定性と利用効率の向上、④新
技術の導入による環境に対する影響の抑制、と
されている。
　ここでは、再生可能エネルギー利用の戦略的
目標として、再生不可能なエネルギー資源の消
費抑制、環境への負担軽減、燃料の長距離輸送
にかかる支出の削減などが挙げられている。推
計では、ロシアに潜在的に存在する再生可能エ
ネルギーは石炭換算で年間46億トンであり、こ
れはロシアの総エネルギー消費量の 5倍にのぼ
る。また、経済的に回収可能なものに限定して
も、総エネルギー消費量の約25％になると言わ
れている。現在、従来型の燃料が値上がりして
いるため、その経済的価値は今後一層上がると
考えられている。
　「エネルギー戦略」は、今後再生可能エネル
ギーの利用を拡大するために、①再生可能エネ
ルギー開発に関する具体的な国の目標を定めた
「再生可能エネルギー源に関する連邦法」及び
関連する政府決定の策定、②泥炭と薪燃料を貯
蔵するための国家支援の実施という 2つを提案
している。

3  立法化に向けた動き

　再生可能エネルギー開発を促進するような法

律の必要性は認識されているものの、2005年 2
月末現在、そうした法律は制定されていない。
しかし、立法化の試みがなかったわけではない。
　1999年 1 月から審議の始まった「非伝統的再
生可能エネルギー源の利用の分野における国家
政策に関する連邦法案」はこうした試みが実を
結びかけた例である。この法案は上下両院で可
決され、大統領が署名すれば施行される段階に
まで進んだ。しかし、1999年11月25日にエリツィ
ン大統領（当時）が署名を拒否したために成立
せず、議会に差し戻された。大統領が拒否した
理由は、この法案の規制対象が明確でなく、法
案がエネルギー供給、環境保護、鉱物資源など
に関する法律の内容と対立するためである

（注7） 

。
　大統領の拒否権行使後、下院で協議委員会が
設置されたが、その作業は進展を見なかった。
2003年には法案を検討するために創設された特
別委員会に付託されたが、最終的にはこの法案
はこれ以上審議しないことになった

（注8） 

。さらに、
下院法制局も、この法案が憲法や他の連邦法と
の関係において法的に問題があり、各条項間に
も齟齬があると指摘している

（注9） 

。
　ただし、前述の「エネルギー戦略」の中でも
述べられているように、再生可能エネルギーの
利用を促進するための法律の必要性は、再三指
摘されている。たとえば、2004年11月に下院で
開かれた「ロシア連邦における再生可能エネル
ギー源利用の国家支援システムの形成」に関す
る円卓会議は、政府に対して、①再生可能エネ
ルギー源の分類、小規模発電の定義、連邦中央・
連邦構成主体・地方自治体の権限区分などを定
めた「非伝統的な再生可能エネルギー源に関す
る連邦法」を策定すること、②2006年度予算に、
再生可能エネルギーの潜在力を評価するための
基礎研究予算を設けること、③再生可能エネル
ギーの全エネルギー使用量における比率を上昇
させるために、「エネルギー戦略」や「エネルギー
効率経済プログラム」に必要な修正を加えるこ
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と、④再生可能エネルギー関連企業（泥炭採掘
企業、プラント建設企業、プラントオーナー）
に有利となるような法的基盤を設けること、を
勧告している

（注10）  

。
　2004年12月には上院でも公聴会が開かれてお
り、「エネルギー戦略」の策定後、法案作成の
動きが再び活発化し始めている

（注11）  

。

Ⅳ 普及の現状と今後の展望

　現在、政府主導、官民共同、国際協力による
再生可能エネルギー普及のための様々なプロ
ジェクトが進行している

（注12）  

。こうしたプロジェク
トによって、風力、地熱などの分野で小規模発
電の開発が進んでいるが、その普及には至って
おらず、遠隔地におけるエネルギー供給の問題
は依然未解決のままである。国際エネルギー機
関の報告書によれば、再生可能エネルギーに関
する研究は進んでいるものの、利用を促進する
ような投資環境が整っていないことが、普及を
妨げている大きな理由である

（注13）  

。今後再生可能エ
ネルギーの利用が拡大するためには、投資環境
の改善や国家の財政的支援が不可欠であり、そ
のためにもこの分野を規制する法律の早急な策
定が期待されている。
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